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【1】 逓増定期保険の取り扱い

① 保険期間満了年齢が45歳を超えるもの（②③に該当するものを除く）
→　保険期間の6割相当期間について、1/2損金、1/2資産計上

② 保険期間満了年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に
保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの（③に該当するものを除く）
→　保険期間の6割相当期間について、1/3損金、2/3資産計上

③ 保険期間満了年齢が80歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に
保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
→　保険期間の6割相当期間について、1/4損金、3/4資産計上

（具体例）保険加入時の被保険者の年齢：45歳
保険期間満了時の被保険者の年齢：75歳

満了時年齢 75歳 ＞ 45歳①、70歳②
45歳 ＋（75歳－45歳）×2 ＝ 105 ＞ 95 ∴ ②に該当
 ↑          ↑
加入時年齢  保険期間

【2】相続税改正(?)
現在、日本では(1)遺産課税方式と(2)遺産取得課税方式とを併用しています。
簡単に説明すると下記の通りです。

(1)遺産課税方式（米・英ほか）

× 税率 ＝ 相続税額
  ↑

 （代表者以外の相続人は連帯納付の義務あり）

(2)遺産取得課税方式（仏・独ほか）
× 税率 ＝ Ａの相続税額
× 税率 ＝ Ｂの相続税額
× 税率 ＝ Ｃの相続税額

(3)併用方式（日本）
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